
別表

大区分 略号 中区分 小区分 略称 大区分 略号 中区分 小区分 略称

一般 － 土木一般 鉄筋工事 (筋) － － 鉄筋工事

維持補修 － 維持 舗装工事 (舗) － － 舗装工事

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ － PC しゅんせつ工事 (し) － － しゅんせつ工事

港湾 － 港湾 板金工事 (板) － － 板金工事

一般 － 建築一般 ガラス工事 (ガ) － － ガラス工事

解体 － 建築解体 一般 － 塗装一般

大工工事 (大) － － 大工工事 区画線工 － 区画線工

左官工事 (左) － － 左官工事 防水工事 (防) － － 防水工事

一般 － とび等一般 一般 － 内装一般

交通安全施設 － 交通安全施設 畳工 － 畳工

一般 法面一般 一般 － 機械器具一般

法面植生工 法面植生工 下水道施設 － 機械器具下水

法面保護工 法面保護工 熱絶縁工事 (熱) － － 熱絶縁工事

落石防止網工 落石防止網工 電気通信工事 (通) － － 電気通信工事

アンカー工 アンカー工 造園工事 (園) － － 造園

石工事 (石) － － 石工事 さく井工事 (井) － － さく井工事

屋根工事 (屋) － － 屋根工事 建具工事 (具) － － 建具工事

一般 － 電気一般 水道施設工事 (水) － － 水道施設工事

下水道施設 － 電気下水 消防施設工事 (消) － － 消防施設工事

管工事 (管) － － 管工事 清掃施設工事 (清) － － 清掃施設工事

ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事 (タ) － － タイル等工事 解体工事 (解) － － 解体工事

一般 － 鋼構造物一般

鋼橋 － 鋼橋

注意事項
　１　工事の種別は、大区分（建設業法に基づく建設工事の種類に対応）－中区分－小区分から構成されているが、入札参加資格の認定は、各大区分中の最小の区分において
　　行う。（例　土木一式工事（ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ）、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事（法面処理（アンカー工））、水道施設工事）
　２　土木一式工事（維持補修）に係る工事は、通年又はそれに類する期間における市道、排水路、土地改良施設、管路施設等に係る維持補修工事とする。
　３　土木一式工事（港湾）に係る工事は、次に掲げる工事及びこれらに類似する工事とする。
　　①船舶を使用して実施する工事、②潜水士を使用して実施する工事、③船舶及び潜水士を使用しないが、波浪の影響を強く受ける工事、④海中又は海上工作物（コンクリ
　　ートブロックを除く。）を陸上で製作する工事
　４　電気工事（下水道施設）に係る工事は、下水道法に定める終末処理場又はポンプ場施設における下水道用電気設備に係る新設、増設、改築工事とする。
　５　機械器具設置工事（下水道施設）に係る工事は、下水道法に定める終末処理場又はポンプ場施設における下水道用機械設備に係る新設、増設、改築工事とする。

発注工事種別

土木一式工事 (土)

建築一式工事 (建)

塗装工事 (塗)

内装仕上工事 (内)

法面処理

機械器具設置工事 (機)

電気工事 (電)

鋼構造物工事 (鋼)

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 (と)


